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８．契約図面

　　契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。
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3 工事費積算

　設計図書の他に交付する「工事費積算参考資料」とは、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な

見積に資するための資料であり、契約書第１条でいう設計図書ではない。従って、「工事費積算

参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を

十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段につい

て、受注者の責任において定めるものとする。なお、「工事費積算参考資料」の有効期限は、本

工事の入札（見積）日までとする。
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　工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び
工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写
真管理基準に基づき撮影したものをいう。　
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　　ただし、発注者は設計図書の照査以外の書面の追加については、契約書第19条によるものとし、
　監督員の指示によるものとする。

��

��� ��� ���
 


1

2

3

4

�


��



��

��� ��� ��� � 	

�


��



1   1   

1－7 

２．技術者の変更 

（１）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議

により、主任技術者及び監理技術者（以下技術者等という）を変更できるものとする。

変更については、下記を満足することを条件とする。 

① 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。

② 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延

長された場合。

③ 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行

する時点

（２）途中交代を認める際の現場対応は、以下のとおりとする。

① 交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び

工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

② 技術者等の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者等を７日以上の間重

複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。ただし、死亡、傷病の場合は除

く。

３．監理技術者 

受注者は、専任の監理技術者について建設業法第27条の18第１項の規定による監理技術者資格

者証（以下「資格者証」という。）の交付を受けており、かつ監理技術者講習を過去５年以内に受

講した者のうちから、これを選任するものとし、資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを現

場代理人等選任通知書に添付して発注者に提出するものとする。 

４．工場製作後に現場施工（据付作業含む）を伴う工事 

受注者は、当該工事に配置する監理技術者等が、工場製作と現場施工（据付作業含む）で異な

る場合、工場製作時及び現場施工（据付作業含む）時のそれぞれに従事する監理技術者等を第１

編 1-1-5第１項施工計画書に記載しなければならない。 

５.現場代理人等通知書

受注者は、現場代理人等選任通知書を工事契約締結時に発注者に提出しなければならない。

６．技術者の専任・兼任 


��

（１）技術者の専任

受注者は、請負金額3,500万円（建築工事にあっては、7,000万円）以上の場合、主任技術者

（監理技術者）は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、工場製作などにあっ

ては、監理技術者制度運用マニュアル（国土交通省通知 平成28年度12月19日付け 国総建第

349号）によるものとする。 

（２）技術者の兼任

受注者は、請負金額500万円以上3,500万円未満（建築工事にあっては請負金額が1,500万円以上

7,000万円未満）の県発注公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主任技術者

（監理技術者）が兼任できる工事数は、２件以下とする。ただし、請負金額の合計が3,000万円（建

築工事のみの場合にあっては6,000万円）以下の場合はこの限りではない。 
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1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録

１．コリンズ（CORINS）の登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事

実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作

成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を

受けたうえ、受注時は契約締結後15 日（土曜日、日曜日、祝日等（三重県の休日を定める条例

（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日等」という。））を除く）以

内に、登録内容の変更時は変更があった日から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は工事完了

後、15 日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

なお、完了時の登録は完成認定日以降とすることを原則とする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が15 日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録を

省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注

  者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録しなければならない。 
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５．支援技術者 

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した、支援技術者の配置が明示された場合

には、以下の各号によらなければならない。なお、委託先及び工事を担当する支援技術者につい

ては、特記仕様書に定めがない場合、監督員から通知するものとする。 

（１）受注者は、支援技術者が監督員に代わり、現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業

務に協力しなければならない。又、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に際し、

説明を求められた場合はこれに応じなければならない。

（２）支援技術者は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否

等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示、通知又は連絡

等を支援技術者を通じて行うことがある。

また、受注者が監督員に対して行う報告、通知又は連絡は支援技術者を通じて行うことが

できる。

（３）監督員からの受注者に対する指示、通知又は連絡等が支援技術者を通じて行われた場合は、

監督員から直接指示、通知又は連絡等があったものと同等である。 

1-1-9 工事用地等の使用

１．維持・管理

受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意を

もって維持・管理するものとする。 

２．用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用

地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必

要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠または鉄筋作業場

等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

３．第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との

間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければなら

ない。 

４．用地の返還 

受注者は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示

に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要

求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

５．復旧費用の負担 

発注者は、第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注

者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負

代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注

者に異議を申し立てることができない。 

６．用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

７．地権者の了承 

受注者は、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手

しなければならない。 

８．損傷時の処置 

受注者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与

えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。 
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1-1-10 工事の着手等

受注者は、契約を履行しようとするとき発注者に工事着手届を提出した上で、特記仕様書に定め

のある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に、工事着手

しなければならない。 

1-1-11 工事の下請負

１．下請負の要件

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならな

い。 

（１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

（２）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

（３）下請負者が三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている場合には、三重県建設

工事等資格（指名）停止措置要領に基づく資格（指名）停止期間中でないこと。
（４）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、

適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。 

（５）下請負者は、「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」の別表－１に掲げる要件に該当し

ない者であること。 

（６）下請負者は、契約書第７条の２に基づく社会保険等の届出義務を履行していること。ただ

　　し、当該届出の義務がない者はこの限りでない。

　２．下請負通知書 

受注者は、下請負に付する場合には、部分下請負通知書を監督員に提出しなければならない。 

1-1-12 施工体制台帳

第１項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び第１項の受注者の専門技

術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及

び社印の入った名札等を着用させなければならない。 



�

１．一般事項

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制台

帳に係る書類の提出について」（平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年

3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、国空交企第643号）（以下

「施工体制台帳に係る書類の提出について」という）に従って記載した施工体制台帳を作成

し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。なお、「施工体

制台帳に係る書類の提出について」の別紙実施要領で規定する「３．記載すべき内容（注２）中

の「施工体制台帳の作成等について」（平成7年6月20日付け建設省経建発第147号）を参考とす

るとあるのは、「「施工体制台帳の作成等について（通知）」（平成31年3月29日付け国土建第499

～500号）」と読み替えるものとする。 

２．施工体系図 

第１項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従っ

て、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所

に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように

記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。 

３．名札等の着用 
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　なお、設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドラインを適切に運用すること。
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種 別 細 別 確認時期 確認項目 確認の程度 

鋼製堰堤 
鋼製ダム 

仮組立時（仮組立てが 
省略となる場合を除く） 

品質規格、寸法、溶接、 
ボルト孔間距離、 
組立状況及び稼動状況 

１ロット/１回 

函渠工（樋門・樋管含む） 
躯体工（橋台） 
ＲＣ躯体工（橋脚） 
橋脚フーチング工 
ＲＣ擁壁工 
砂防堰堤 
治山ダム 
堰本体工 
排水機場本体工 
水門工 
共同溝本体工 

土（岩）質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回/土（岩）の変化毎 

床掘掘削完了時 支持地盤（直接基礎） １回/１構造物 

鉄筋組立て完了時 使用材料、設計図書との対比 
一般：30％程度/1構造物 
重点：60％程度/1構造物 

埋戻し前 
設計図書との対比 
（不可視部分の出来形） 

１回/１構造物 

躯体工 
ＲＣ躯体工 

沓座の位置決定時 沓座の位置 １回/１構造物 

床版工 鉄筋組立て完了時 
使用材料 
設計図書との対比 

一般： 
30％程度/１構造物 
重点： 
60％程度/１構造物 

鋼 橋 
仮組立完了時（仮組立てが 
省略となる場合を除く） 

キャンバー、寸法等 
一般：－ 
重点：１回/１構造物 

ポストテンションT(Ｉ)桁製作工 
プレキャストブロック桁組立工 
プレビーム桁製作工 
ＰＣホロースラブ製作工 
ＰＣ版桁製作工 
ＰＣ箱桁製作工 
ＰＣ片持箱桁製作工 
ＰＣ押出し箱桁製作工 
床版・横組工 

プレストレス導入完了時 
横締め作業完了時 

設計図書との対比 

プレストレスト導入完了時
縦締め作業完了時 

設計図書との対比 

PC鋼線・鉄筋組立完了時 
(工場製作除く) 

使用材料 
設計図書との対比  

一般： 
30％程度/１構造物 
重点： 
60％程度/１構造物 

植生工 ラス張工 ラス張り完了時 使用材料 

１回以上/１工事 

吹付工 ラス張工 ラス張り完了時 
施工状況の適否（設計図との対比、 
継手のかさね巾、アンカー鉄筋、 
補助鉄筋等） 

法枠工 現場打法枠現場吹付法枠 鉄筋組立完了時 配筋状況 適宜 

抑止アンカー工 
アンカー工 
（プレキャストコンクリート板等） 
ロックボルト工 

 
施工完了時 位置、緊張力等の設計図書との対比 適宜 

トンネル掘削工 切羽工 土（岩）質の変化した時 土（岩）質状況、変化位置 １回/土（岩）質の変化毎 

トンネル支保工 

吹付け 
コンクリート工 

支保完了時（支保工変更毎） 吹付けコンクリート厚 一般： 
１回/１岩区 
重点： 
１回/支保工変更毎 

ロックボルト、 
フォアバイリング工 

支保完了時（支保工変更毎） 
検尺、引抜き試験、 
ミルク注入、打設状況 

トンネル覆工 覆工コンクリート工 

コンクリート打設前 巻立空間 
一般:１回/構造の変化毎 
重点：３打設毎又は１回/構造
の変化毎の頻度の多い方 

コンクリート打設後 出来形寸法 
１回/200m以上臨場により確認 

トンネル防水工 防水シート工 施工完了時 敷設状況 １回/１施工 

トンネルインバート工 鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 一般:１回/構造の変化毎 
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現場 工
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受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達 平成５年１月12日）」を遵

守して災害の防止を図らなければならない。 

受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成29年３月31日 　）

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工

承諾を得るものとする。 

７．安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安

全を確保しなければならない。 

８．標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工

期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示

板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略

することができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図1-1-2

を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等の設置基準

について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、 新改正平成18年3月31日付け 国道

利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について

（平成18年3月31日付け 国道利38号・国道国防第206号 道路局路政課長、国道･防災課長通達）、

河川工事等の工事看板の取扱いについて（令和元年5月28日付け 国水環第10号・国水治第22号・

国水保第5号・国水海第3号 水管理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通

達）によるものとする。 



 

 
　

��

��� ��� ��� � 	

��


��

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作

13．現場環境改善 

　受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施

工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直

ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。ま

た、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなけれ

ばならない。

図1-1-2 標示板の例 
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監督員が、労働安全衛生法（平成30年７月改正 法律第78号）第30条第１項に規定する措置を講 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（平成30年７月改

正 法律第78号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 

 

 



 4

　受注者は本条第７項に基づき、安全巡視者を定め以下に上げる任務を遂行しなければならない。
（１）安全巡視者は、常に腕章等を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の

内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施
設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。

5

６）その他安全に関する取組み

6
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受注者は、トンネル坑内作業にあたり表１－５に示すトンネル工事用建設機械を使用する場合

は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関

する法律施行規則」（平成28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）16条第1項第

2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策

型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしくは「第3次排出ガス対

策型建設機械指定要領（最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号）に基づき指定されたトン

ネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」とい

う。）を使用しなければならない。

機 種 備 考

一般工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル（車輪式）・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ

ースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動

の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイ

ブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・

引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバ

ースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW
以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。 
ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車で、有効な自動車

検査証の交付を受けているものは除く。

 

殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正法律第41号）」に基づく技術基準に適

合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省

経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月

23日付国土交通省告示第318号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂

平成23年7月13日付国総環リ第1号）」に基づき指定された排出ガス対策型建機械（以下「排出ガ

ス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。



なお、低振動型建設機械のうちバックホウ

についての協議は省略できるものとする。
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機 種 備 考 

トンネル工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル
・大型ブレーカ
・コンクリート吹付機
・ドリルジャンボ
・ダンプトラック
・トラックミキサ

ディーゼルエンジン（エンジン出力30kw～260kw）
を搭載した建設機械に限る。 
ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準
が定められている大型特殊自動車及び小型特殊
自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査
証の交付を受けているものは除く。 
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　受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的物の使用にあたって
は、環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成27年9月改正 法律
第66号。「グリーン購入法」という。）第2条に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的
に推進するものとする。

（１）グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定
める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するも
のとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影
響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方

法は、設計図書及び監督員の指示による。

（２）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配
慮事項に留意すること。



　  

令（平成29年4月21日改正　内閣府・国土交通省令第3号）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における標示施設等の設置

基準の一部改正について（局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路

工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国

道・防災課長通知平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設設

置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和47年２月）に基づき、安全対策を講じなければ

ならない。 
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 　 施工計画書に記載
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受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成26年５月28日改正政令第187

号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づ

く通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（平成30年1月



(１)受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条におけ

る一般的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車

種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証

の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。

(２)受注者は、運搬計画どおり運行していることを確認しなければならない。

また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督員または検査員の要求

があった場合は速やかに提示しなければならない
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４日改正　政令第　1号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬すると

きは、道路交通法（平成30年6月改正　法律第41号 ）第  57条に基づく許可を得ていることを確認

しなければならない。 
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1-1-40 諸法令の遵守

１．諸法令の遵守

受注者は、当該工事に関する最新の諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法

令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通り

である。 

（１）地方自治法

（２）建設業法

（３）下請代金支払遅延等防止法

（４）労働基準法

（５）最低賃金法

（６）労働安全衛生法

（７）雇用保険法

（８）厚生年金保険法

（９）労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（10）労働者災害補償保険法

（11）健康保険法

（12）中小企業退職金共済法

（13）作業環境測定法

（14）じん肺法

（15）建設労働者の雇用の改善等に関する法律

（16）職業安定法

（17）出入国管理及び難民認定法

（18）道路法

（19）道路交通法

（20）道路運送法

（21）道路運送車両法

（平成30年12月改正 法律第102号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成21年６月改正 法律第51号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

 （平成24年４月改正 法律第27号） 

（平成30年７月改正 法律第78号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

 （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年５月改正 法律第31号） 

（平成30年７月改正 法律第79号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

   （平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

  （平成30年７月改正 法律第71号） 

  （平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年３月改正 法律第 6号） 

  （平成30年６月改正 法律第41号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年５月改正 法律第40号） 

（22）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

（23）砂防法

（24）地すべり等防止法

（25）河川法

（26）河川法施行法

（27）海岸法

（28）港湾法

（29）港則法

（30）漁港法

（31）空港法

（32）漁業法

（33）漁港漁場整備法

（34）水産資源保護法

（35）下水道法

（36）航空法

（37）公有水面埋立法

（38）軌道法

（39）森林法

（40）環境基本法

（41）火薬類取締法

（平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成25年11月改正 法律第76号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成11年12月改正 法律第160号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年６月改正 法律第55号） 

（平成29年６月改正 法律第55号） 

  （平成26年６月改正 法律第55号） 

  （平成26年６月改正 法律第76号） 

  （平成30年７月改正 法律第75号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成26年６月改正 法律第51号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第35号） 

（平成30年６月改正 法律第50号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 
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（平成29年６月改正 法律第45号） （42）大気汚染防止法

（43）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

（44）騒音規制法

（45）水質汚濁防止法

（46）湖沼水質保全特別措置法

（47）振動規制法

（48）廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（49）土壌汚染対策法

（50）農薬取締法

（51）毒物及び劇物取締法

（52）資源の有効な利用の促進に関する法律

（53）文化財保護法

（54）砂利採取法

（55）電気事業法

（56）消防法

（57）測量法

（58）建築基準法

（59）都市公園法

（60）電波法

（61）海上交通安全法

（62）海上衝突予防法

（63）航路標識法

（64）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

（65）船員法

（66）船舶職員及び小型船舶操縦者法

（67）船員保険法

（68）船舶安全法

（69）自然環境保全法

（70）自然公園法

（71）有線電気通信法

（72）電気通信事業法

（73）工業用水道事業法

（74）水道法

（75）電気工事士法

（76）電気工事業の業務の適正化に関する法律

（77）電気用品安全法

（78）計量法

（79）製造物責任法

（平成29年５月改正 法律第41号） 

  （平成26年６月改正 法律第72号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成29年６月改正 法律第61号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第53号） 

  （平成30年６月改正 法律第66号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成30年６月改正 法律第42号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年６月改正 法律第67号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

  （平成30年６月改正 法律第67号） 

   （平成29年５月改正 法律第26号） 

（平成30年５月改正 法律第24号） 

（平成21年７月改正 法律第69号） 

   （平成15年６月改正 法律第63号） 

（平成16年６月改正 法律第84号） 

 （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年６月改正 法律第59号） 

（平成29年６月改正 法律第52号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

 （平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（80）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成15年７月改正 法律第119号） 

（81）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成26年６月改正 法律第55号） 

（82）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（83）貨物自動車運送事業法

（84）農地法

（平成26年６月改正 法律第55号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 
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（85）公共工事の品質確保の促進に関する法律

（86）駐車場法

（87）技術士法

（88）所得税法

（89）著作権法

（90）警備業法

（平成26年６月改正 法律第56号） 

（平成29年５月改正 法律第26号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年７月改正 法律第72号） 

 （平成30年５月改正 法律第33号） 

（91）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成30年６月改正 法律第67号） 

（92）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（93）地方税法

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年３月改正 法律第 3号） 
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発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（平成30年7月改正 法律第72号第2条第1

項第1号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するもの

とする。 
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品質規格証明書等の提出を定められ

て  

   

 

監督員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定 
員

、確認を受け
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ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性

　があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。

　

 

　

　ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメント
　は使用してはならない。

 
ただし、保管期間が長期に

わたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
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測定値を報告する 

測定値を報告する 
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（平成30年６月８日改正　政令第184号）
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日本道路協会  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事共通仕様書解説

日本道路協会  転圧コンクリート舗装技術指針（案） 

薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 建設省 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） 

環境省 水質汚濁に係わる環境基準について 

日本道路協会

日本道路協会

 防護柵の設置基準・同解説 

 杭基礎施工便覧 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 

（平成元年６月）

（平成26年12月一部改正）

（平成28年３月）

（平成28年12月）

（平成27年３月）

（平成25年10月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 

日本道路協会 

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

道路土工－軟弱地盤対策工指針  

 道路土工要綱  

 道路土工－盛土工指針  

 道路土工－切土工・斜面安定工指針 

 道路土工－擁壁工指針  

 道路土工－カルバート工指針  

 道路土工－仮設構造物工指針  

 斜面上の深礎基礎設計施工便覧  

 舗装再生便覧  

 舗装施工便覧  

 鋼管矢板基礎設計施工便覧 

 （平成24年５月） 

（平成24年８月） 

 （平成21年６月） 

 （平成22年４月） 

 （平成21年６月） 

 （平成24年７月） 

 （平成22年３月） 

 （平成11年３月） 

（平成24年4月） 

（平成22年11月） 

 （平成18年２月） 

 （平成９年12月） 

日本道路協会 

日本道路協会 
日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

（平成29年11月） 

（平成27年３月）

（平成26年３月）

（平成19年６月）

（平成４年12月)

（平成２年11月）

（昭和49年７月）

（平成２年９月） 

道路橋示方書・同解説  (Ⅰ共通編)  （平成29年11月）
道路橋示方書・同解説  (Ⅱ鋼橋・鋼部材編） 　（平成29年11月） 
道路橋示方書・同解説 （Ⅳ下部構造編） 

鋼道路橋施工便覧 

鋼道路橋防食便覧  

舗装調査・試験法便覧 
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建設省  トンネル工事における可燃性ガス対策について  （昭和53年７月） 

建設労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針（換気技術の設計及び 

粉じん等の測定）   （平成24年３月） 

建設省  道路付属物の基礎について （昭和50年７月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （昭和62年１月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説   （昭和59年10月） 

建設省

建設省

 土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]  （平成11年11月） 

 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

[ボックスカルバート・擁壁編]  （平成11年11月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

国土交通省 

国土交通省 

建設省 

日本道路協会 

農林水産省 

農林水産省 

農林水産省 

農林水産省 

林野庁 （平成23年４月） 

治山治水協会 治山技術基準解説（関係各編） 

騒音障害防止のためのガイドライン 労働省 

厚生労働省 

土木学会  

手すり先行工法等に関するガイドライン 

コンクリート標準示方書（規準編）

（平成４年10月）

（平成21年４月）

（平成30年10月） 

日本道路協会 

（平成29年６月） 

土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]  　     （平成13年12月） 

土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

（樋門編）（平成13年12月） 

（平成29年３月） 

（平成11年２月） 

（平成16年３月） 

道路土工構造物技術基準・同解説 

車両用防護柵標準仕様について 

車両用防護柵標準仕様・同解説 

土地改良事業計画設計基準（関係各編） 

土地改良事業標準設計（関係各編） 

土地改良事業計画指針（関係各編） 

土地改良事業設計指針（関係各編） 

林道技術基準 
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塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に

工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理な

どの下地処理を行わなければならない。 

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上とし、防錆を施さなけ

ればならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他

の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であ

ることを確認しなければならない。 

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μｍ

以上の塗装厚としなければならない。 

（４）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525（ワイヤ

ロープ）で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。

（５）受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗

装を行わなければならない。 

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、（１）、（２）

により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無

処理とするものとする。 

（７）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表

面をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定され

る以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の

防錆・防食強化を図らなければならない。 

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合

５.亜鉛めっき地肌のままの材料

亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。

（１）受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければ

ならない。 

（２）受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
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で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。 

３）受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm以上の塗装厚で仕

上げ塗装しなければならない。

ただし、ｘ、ｙはJIS Z 8781-3（測色－第３部：CIE三刺激値）の色度座標である。 
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11.腹起材の落下防止処置

受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動

その他により落下することのないようにしなければならない。 

12.コンクリート矢板の運搬

受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を２点以上で支えなければならない。

13.コンクリート矢板の保管

受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、３段以上積み重ね

てはならない。 

14.落錘による打込み

受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落

下高は２ｍ程度として施工しなければならない。 

15.鋼矢板防食処置

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。

16.部材損傷防止

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けな

いようにしなければならない。 

17.控え版の施工

受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生

じぬように施工しなければならない。 

18.控え版の据え付け調整

受注者は、控え版の据え付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置

が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。 

3-3-5 縁石工

１.一般事項

縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとす 

る。敷モルタルの配合は、１：３（セメント：砂）とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、

縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければな

らない。 

２．すりつけブロック及び乗入れブロック 

縁石工のうち、すりつけブロック及び乗入れブロックについては、契約図面に定められた高さ

以下となるように据付けなければならない。また、マウントアップ型及びセミフラット型の場合

の歩道等のすり付けについては、契約図面に定められた勾配及び位置に合うよう十分注意して施

工しなければならない。 
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するとともに所定の張力（Ａ種は20kN/本、Ｂ種及びＣ種は9.8kN/本）を与えなければならない。 

７．現地調査 
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また、養生終了後は急激に温度を降下させてはなら

ない。

 

（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割

れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
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・コンクリート

部材編） 17 11 29 11
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プレグラウトされたＰＣ鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものとする。

（１）ＰＣ鋼材は、JIS G 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線）に適合するものまたはこれと同等

以上の特性や品質を有するものとする。 

（２）使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、ＰＣ鋼材を防食するとと

もに、コンクリート部材とＰＣ鋼材とを付着により一体化しなければならない。 

（３）被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図られるものでなけ

ればならない。 

（４）プレグラウトされたＰＣ鋼材として（１）から（３）を使用して加工された製品は、所要

の耐久性能を有するものとする。 

ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤

で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹

脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過

したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作

業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張強

さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高

温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収

縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法は JSCE－H101－2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤

（橋げた用）品質規格（案）「コンクリート標準示方書・（規準編）」（土木学会、平成30年10

月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 
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（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタンス、

ごみ、油等を取り除かなければならない。 

（３）プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られるように施工しな

ければならない。 

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致するよ
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（６）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその精度を確認しな
ければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、ト
ルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。

表３－６ 設計ボルト軸力（kN） 

セット ねじの呼び 設計ボルト軸力 

F8T 

B8T 

M20 133 

M22 165 

M24 192 

F10T 

S10T 

B10T 

M20 165 

M22 205 

M24 238 

S14T 
M22 299 

M24 349 
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（５）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締め付け以前に一つの製造ロットから

５組の供試セットを無作為に抽出し、行なうものとする。試験の結果、平均値は表３－７及

び表３－８に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。 

（６）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して一つの

製造ロットから５組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が、表３－

９に示すボルトの軸力の範囲に入るものとする。 

表３－９ 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

F10T 

M20 

M22 

M24 

0.196σy ～ 0.221σy 

0.242σy ～ 0.273σy 

0.282σy ～ 0.318σy 

［注］σy：ボルト試験片の耐力（N/㎜2）（JIS Z 2241の４号試験片による） 

５.ボルトの締付け順序

受注者は、ボルトの締め付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって行い、

２度締めを行わなければならない。順序は、図３－３のとおりとする。 

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット及び座金に

マーキングを行わなければならない。

図３－３ ボルト締付け順序 

表３－７ 常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 

M22 

M24 

172～202 

212～249 

247～290 

S14T 
M22 

M24 

311～373 

363～435 

表３－８ 常温時以外（０～10℃、30～60℃）の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 

M22 

M24 

167～211 

207～261 

241～304 

S14T 
M22 

M24 

299～391 

349～457 



を工事完成時に納品する。なお、施工途中におい

て監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
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① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上とするものとする。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上とするものとする。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を越えないも

のとする。ただし、標準偏差が20％を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値よ

り大きい場合は合格とする。

④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い、当初

の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、

最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品

質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。

また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番

号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。

3-3-34 かごマット工

１.一般事項

かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案）」（国土

交通省、平成21年４月）（以下「鉄線籠型基準」という。）によるほか、契約図面及び以下による。 

また、受注者は納入された製品について底網・蓋網・側網及び仕切網毎に使用した線材の製造工

場名、製造年月日を記載した表示標、管理試験成績表及び公的機関等による品質試験結果表を保管
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ただし、蓋金網の端部ついては1.5回以上巻きとするが、リング方式でも良いものとする。また、

いかなる部位においても溶接は行ってはならない。 

６.連結方法

連結の方法はコイル式とし表３－12のとおりとする。また、側網と仕切網、流水方向の底網と

底網、外周部については、接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長１／２以上

（１本／ｍ）を連結すること。連結終了時のコイルは両端の線端末を内側に向けるものとする。 

表３－12 連結コイル線 

線径 コイル径
連結支点の 

間隔 
コイル長

５㎜ 50㎜以下 80㎜以下 

(高さ方向30cm) 
(その他50cm以上) 

50cm以上 

［注］コイル長の上段：（ ）書きは、かごの厚さ30cm規格の場合 
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表３－13 線材の品質管理試験の内容 
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周辺及び の乱れ 最小限に留める とも

、

杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件

によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。

　なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造

時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるもの

を選定する。
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また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）7施

工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌

方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達し

た時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セ

メントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭

先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。



 

 

セメ

ントミルクを き なければならない

受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。
　　風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合
　　には2m/sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に
　　関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を　
　　行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分が
　　すべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。 
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い。

　

深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、
位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500～700mmの間隔で設置するものとする。

��

��� ��� ��� 	
��

���

��

また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー

方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場

合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンク

リート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面から打込み開始時を除き、２ｍ

以上入れておかなければならない。

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければなら

ない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタン

ス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使

用しない場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示

す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたって

は、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すも

のとする。

受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋

かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下

端をコンクリートの上面から２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

20.鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリ

ングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせ

てはならない。

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を

構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と

協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしな

ければならない。 

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。 
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受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しながら、作業に

適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打込み、打

込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。 
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第 1 編 共通編　第３章 一般施工 

込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならな

い。 

14.頂部の処置

受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。

15.継手部の処置

受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定めに

よる中詰材を直ちに充填しなければならない。 

16.鋼管矢板掘削時の注意

受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えないように

しなければならない。 

17.中詰コンクリート打設前準備

受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等を

取り除かなければならない。 

18.中詰コンクリートの打設

受注者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じさせない

ように施工しなければならない。 

19.底盤コンクリートの打設前準備

受注者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等の掃除を

行い、これを取り除かなければならない。 

20.頂版接合部材の溶接
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3-7-2 材料

１.適用規定

舗装工で使用する材料については、第１編 3-7-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料、3-7-4 コンクリート舗装

の材料の規定による。 

２.材料の品質

舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は、設計図書によらなければならない。

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物 

（２）グースアスファルト混合物 
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表３－24 混合物の種類とｱｽﾌｧﾙﾄ量 

下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表３－25の

規格に適合するものとする。 

表３－25 下層路盤の品質規格 

m881158
テキストボックス
14
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調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を

本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、

細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表３－26、表３

－27、表３－28の規格に適合するものとする。 

表３－26 上層路盤の品質規格 

表３－27 上層路盤の品質規格 
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表３－28 上層路盤の品質規格 
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（日本道路協会、平成22年11月）
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表３－32 マーシャル安定度試験基準値 



��

��� ��� ��� 	
��

���

��

表３－33 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類と粒度範囲 
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3-7-8 半たわみ性舗装工

１.改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

受注者は、流動対策として改質ｱｽﾌｧﾙﾄを使用する場合には、第１編 2-10-1 一般瀝青材料の３

項に規定するセミブローンアスファルト（AC-100）と同等品以上を使用しなければならない。 

２.半たわみ性舗装工の施工

半たわみ性舗装工の施工については、第１編 3-7-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定によるものとする。

３.浸透性ミルクの使用量

受注者は、半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は、設計図書によらなければならない。

４.適用規定

受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章 ９－４－１ 半たわみ

性舗装工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「舗装施工便覧第５章及び第６章 構築路床・

路盤の施工及びｱｽﾌｧﾙﾄ・表層の施工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事

共通仕様書解説第10章 10－３－７ 施工」（日本道路協会、平成４年12月）の規定、「舗装再生便

覧第２章２-７施工」（日本道路協会、平成22年11月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 
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　  」（日本道路協会、平成18年2月）
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3-7-10 透水性舗装工

１.透水性舗装工の施工

透水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト舗装工、第９章９

-３-２透水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成18年2月）、第１編 3-7-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規

定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
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６.コンクリートの配合基準

コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表３－50の規格に適合するものとす

る。 

表３－50 コンクリートの配合基準 

粗骨材の 
最大寸法 

ス ラ ン プ 摘 要 

40㎜ 

2.5㎝または沈下度30秒を標準とする。 
舗設位置 

において 6.5㎝を標準とする。 
(特殊箇所のコンクリート版) 

〔注〕特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。 

７.材料の質量計量誤差

コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し、表３

－51の許容誤差の範囲内とする。 
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表３－51 計量誤差の許容値 
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受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄鋼をたわませたり移動させたりしてはなら

ない。 

（２）鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。 

（３）受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

（４）受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンク
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（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表３－53を標準とする。 

表３－53 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 

針入度（円鍵針） ６㎜以下 ９㎜以下 

弾性（球針） 
初期貫入量 0.5～1.5㎜ 

復 元 率 60％以上 

引 張 量 ３㎜以上 10㎜以上 

流 動 ５㎜以下 ３㎜以下 
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６.中層混合処理

（1）改良材は、セメントまたはセメント系固化材とする。

なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

（2）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な攪拌混合機を用いることとする。攪拌混合機とは、

アーム部に攪拌翼を有し、プラントからの改良材を攪拌翼を用いて原地盤と攪拌混合するこ

とで地盤改良を行う機能を有する機械である。

（3）受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を攪拌混合しなければならない。

　なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

　施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場

合、工事着手前に盛上り土の処理(利用)方法について、監督員と協議しなければならない。 

７.薬液注入工法

受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知識と経験

を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得なければならない。 

８.施工計画

受注者は、薬液注入工の着手前に薬液注入工の施工計画書を監督員に提出するものとする。

3-8-9 固結工

１.撹拌

撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌及び中層混合処理を示すものとする。

２.配合試験と一軸圧縮試験
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９.薬液注入の採用

受注者は、薬液注入の採用に際しては、暫定指針（建設省通達）による調査を行わなければな

らない。 

10.地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合の措置

受注者は、地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合は、薬液注入の流出を防止するためゲル

タイムの調整等の措置を講じなければならない。

11.水質の監視

受注者は、地下水及び公共用水の水質の汚濁の恐れがある場合は、水質の状況を監視しなけれ

ばならない。 

12.施工の確認

受注者は、薬液注入が安全に施工されていることを常に確認しなければならない。

13.薬液注入工事前の確認事項

受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督員の確認を得なければならない。

（１）工法関係 

① 注入圧

② 注入速度

③ 注入順序

④ ステップ長

（２）材料関係 

① 材料（購入・流通経路等を含む）

② ゲルタイム

③ 配合

14.適用規定

受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定

指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定による。 

15.施工管理等

受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係る施工管理等につい

て」（平成２年９月18日建設省大臣官房技術調査室長通達）の規定による。 

なお、受注者は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し、監督員または検査員の請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。 

第９節 工場製品輸送工 

3-9-1 一般事項

１.適用工種

本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める。

２.施工計画書

受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

３.特殊車両申請等

受注者は、輸送に関する関係官公署への特殊車両申請等の手続きについては、輸送を行う前に

許可を受けておかなければならない。 

3-9-2 輸送工

１.部材発送前の準備

受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。

２.輸送中の部材の損傷防止

受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければならない。

なお、受注者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り替えまたは補修等の処

置を講じなければならない。 



��

��� ��� ��� 	
��

���

�



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



��

��� ��� ��� 	
��

���

��



側壁や下床版等のコンクリートの打継部では必要に応じて増張り
を施すものとする。
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材料

，SM490Y，SM520，SBHS400，SM570及びSBHS500
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表３－55 溶接材料区分 

使用区分 

強度の同じ鋼材を 
溶接する場合 

母材の規格値と同等もしくはそれ以上の機械的性
質（じん性を除く）を有する溶接材料 

強度の異なる鋼材を 
溶接する場合 

低強度側の母材の規格値と同等もしくはそれ以上
の機械的性質（じん性を除く）を有する溶接材料 

じん性の同じ鋼材を 
溶接する場合 

母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有
する溶接材料 

じん性の異なる鋼材を 
溶接する場合 

低じん性側の母材の要求値と同等またはそれ以上
のじん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と普通鋼を 
溶接する場合 

普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械的性質、
じん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と耐候性鋼を 
溶接する場合 

母材と同等またはそれ以上の機械的性質、じん性及
び耐候性鋼を有する溶接材料 
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ただし、コンピュータによる原寸システム等を使用する場合で、原寸図を用いずに図面の不
　備や製作上の問題点を確認できる場合は、原寸図の作成を省略するものとする。
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③原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を

使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。
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なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。 
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ただし、二次部材については、除くものとする。 

なお、すでに過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験

をもつ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督員の承諾を得た上で溶接施工試

験を省略することができる。 

１）SM570またはSMA570W、SM520及びSMA490Wにおいて１パスの入熱量が7,000J／㎜を超え

る場合

２）SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490において、１パスの入熱量

が10,000J／㎜を超える場合。 

３）被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（CO2ガスまたはArとCO2

の混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合 

４）鋼橋製作の実績がない場合

５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合

６）採用する溶接方法の施工実績がない場合



mm

mm
 て

表３－60－1の条
件を満たす場合に限り、
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表3-60-1 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 

（％） 

鋼 種 

SM400 SMA400W 
SM490 

SM490Y 

SM520 

SM570 

SMA490W 

SMA570W 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 
鋼材の 

板厚(mm) 

25以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.26以下 0.26以下 

0.22以下 0.20以下 25を超え50以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.27以下 0.27以下 

50を超え100以下 0.24以下 0.24以下 0.27以下 0.29以下 0.29以下 
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酸 棒  SBHS400
SBHS400W 
SBHS500
SBHS500W 

表3-60-2  PCM値と予熱温度の標準 

PCM（％） 溶接方法 
予熱温度（℃） 
板厚区分（mm） 

t≦25 25＜t≦40 40＜t≦100 

0.21 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.22 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.23 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.24 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.25 
SMAW 予熱なし 50 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.26 
SMAW 予熱なし 50 80 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.27 
SMAW 50 80 80 
GMAW,SAW 予熱なし 50 50 

0.28 
SMAW 50 80 100 
GMAW,SAW 50 50 80 

0.29 
SMAW 80 100 100 
GMAW,SAW 50 80 80 
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注）検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30cmに対して、

超音波探傷試験では１継手の全線としている。 

も
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設計上許容される値
　

エアアークガウジング

ド
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外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験
の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上
の資格を有していなければならない。なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の
資格のうち、極間法に限定された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。
内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行う者は、それぞれの
試験の種類に応じてJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）に基づく次の1)～3)
に示す資格を有していなければならない。

⑥

　
、溶接線全線を対象として 判定が困難な場合には、磁

  断面に考慮する 溶接 、十字溶接継手、Ｔ溶接継手、角溶接継手に関
　　しては、ビード表面にピットを発生させてはならない
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（14）仮組立て 

①受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」

という。）を基本とする。

ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の

検査が行える場合は、監督員の承諾を得てこれに代えることができる。 

②受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければ

ならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。

③受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト及びドリフ

トピンを使用し、堅固に締付けなければならない。

④受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、設計図

書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。

⑤受注者は、設計図書に示された方法により仮組立て検査を実施しなければならない。

１）直接仮組立て検査を実施する場合

受注者は、仮組立て方法、計測方法等について施工計画書に記載し、監督員に提出す

るものとする。 

なお、直接仮組立てに替えて直接仮組立と同等の精度の検査が行えるシミュレーショ

ン仮組立て検査で実施する場合は、監督員と協議するものとする。

２）仮組立て検査を簡略化（省略）する場合

受注者は、仮組立て検査を簡略化（省略）する場合の方法について、施工計画書に記

載し監督員に提出するものとする。 

なお、仮組立て検査を実施しない場合は、土木工事施工管理基準（案）の出来形管理

基準及び規格値第３編２章第１２節３－２桁製作工及び第３編第２章第１３節１条橋梁

仮設工により管理するものとする。 

３）段階確認

（１）直接仮組立て検査を実施する場合は、仮組立て完了時に建設工事施工管理基準

（案）に基づき部材精度及び仮組立て精度の中間検査又は段階確認を受けなければ

ならない。 

また、シミュレーション仮組立て検査を行う場合は、部材精度の段階確認を受け

るものとするが、仮組立て精度の確認については資料の提出に代えることができる

ものとする。 
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①

②

受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0.5㎜以下にしなければなら

ない。

受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表３－67の

とおりにしなければならない。
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めっき 両面で275g/m2以上としなければならない。その場合、受注者は、

めっき 述  

硬

　

②受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
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（13）受注者は、床版コンクリート打設においては主桁のそり、打設後においては床版の基準

高を測定し、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速や

かに提示しなければならない。
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道路土工要綱  日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

道路土工－軟弱地盤対策工指針  

道路土工－盛土工指針  

道路土工－切土工・斜面安定工指針 

  （平成24年８月） 

（平成24年８月） 

（平成22年４月） 

（平成21年６月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 

建設省     堤防余盛基準について  

（平成25年12月） 

（平成14年５月） 

（昭和44年１月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル 

（平成25年12月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル 

（平成26年８月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル 

林野庁 

治山治水協会 治山技術基準解説（関係各編） 

日本道路協会

国土交通省 

国土交通省 

農林水産省 

道路土工構造物技術基準・同解説

建設汚泥処理土利用技術基準  

発生土利用基準  

土地改良事業計画設計基準（関係各編） 

土地改良事業標準設計（関係各編） 

土地改良事業計画指針（関係各編） 

土地改良事業設計指針（関係各編） 

林道技術基準 

（平成26年８月） 

（平成21年４月） 

（平成29年３月） 

（平成18年６月） 

（平成18年８月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル  
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　　し 設計図書に関する資料を整理および保管しなければならない。な

　　お、施工途中において監督員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

（２）盛土材料は、改良や粒度調整の必要のない良質なものとし、設計図書に関する資料を整

理・保管し、完成時に納品するものとする。なお、監督員の請求があった場合は速やかに提
示するものとする。
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７.狭隘箇所等の締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締

固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。 

また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締固めなけ

ればならない。 
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10.狭隘箇所等の締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振動ロー

ラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。 

なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。 



、仕上がり厚を20cm以下で入念に
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土木学会  コンクリート標準示方書（施工編）

土木学会  コンクリート標準示方書（設計編）

土木学会  コンクリートのポンプ施工指針

（平成30年３月） 

（平成30年３月） 

（平成24年６月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月31日） 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成14年７月31日） 国土交通省 

土木学会  鉄筋定着・継手指針 （平成19年８月） 

(公社) 日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事（平成29年９月）

三重県   生コンクリートの取り扱いマニュアル        （平成31年７月）

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)

（平成28年7月）

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート

の活用に関するガイドライン                （平成29年3月）

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄

筋継手工法ガイドライン                                      （平成29年3月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート構造物

における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン （平成30年6月）
橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプ

レキャスト化ガイドライン                    （平成30年6月）

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャスト

コンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン （平成31年1月） 
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　　ひび割れ調査の面積計上について、代表的な構造物について下図のとおりとする。

(５)調査結果の評価にあたっては、生コンクリート取り扱いマニュアル（三重県令和元年７

月）の「第３章２．ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項」を参考にすること。

(６)ひび割れ調査結果が補修を必要とする場合は、監督員に報告すること。また、監督員は
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５－１現場打ち鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について 

現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコ

ンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とし、構造物の種

類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等

の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。 

受注者は設計図書のスランプ値を変更に際して、コンクリート標準示方書（施工編）

の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するも

のとする。なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。 

《対象工事》 

営繕関係を除く工事を対象とする。 

《対象構造物について》 

一般的な鉄筋コンクリート構造物※を対象とし、無筋コンクリート構造物や特殊

なコンクリートは対象外とする。 

※「一般的なコンクリート構造物」とは、表５－１に記載のあるコンクリート舗装工、

場所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工、堤冠（砂防）等を除くものと

する。 

原則、従前のスランプが８ｃｍのものを対象とする。 



12

12

12

12

��

��� ��� ��� 	
��
�����

���

���



��

��� ��� ��� 	
��
�����

���

���



��

��� ��� ��� 	
��
�����

���

���



��

��� ��� ��� 	
��
�����

���

���



��

��� ��� ��� 	
��
�����

���

���

5-5-3 配 合

受注者は、コンクリートの配合については、第１編 5-3-3 配合の規定による。 

5-5-4 材料の計量及び練混ぜ

１.計量装置

（１）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の許容差内

で計量できるものでなければならない。なお、受注者は、各材料の計量方法及び計量装置に

ついて、施工計画書へ記載しなければならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記

録しておかなければならない。

（２）受注者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。

なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督員または、検査員からの請求があった場合

は速やかに提示しなければならない 

２.材料の計量

（１）計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A

1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくはJIS A 1125（骨材の含水率試験方法及び含水率

に基づく表面水率の試験方法）、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法－遠心力

による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法－

粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法、または監督員の承諾を

得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨

材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 

（２）受注者は、第１編 5-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監

督員に協議しなければならない。 

(３)計量値の許容差は、１回計量分に対し、「表５－３ 計量の許容値の許容差」の値以下とす
る。

(４)連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量値の許容差

は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表５

－３ 計量値の許容差」の値以下とする。

なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を

適切に定めなければならない。 

（５）受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。

表５－３ 計量値の許容差 
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自由落下

6 また
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鋼材

 
 

適切な時期に

　 契約
契約図面 性能を損なわないように、そ

 

、PC鋼材定着部背面等の常

　時引張応力が作用する断面を避け、 に が

　することを原則とする

　 の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方

　法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した

　　上で実施する
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７.目地

目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。

８.伸縮目地

受注者は、伸縮目地の材質、厚、間隔は設計図書によるものとするが、特に定めのない場合は

瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔10ｍ程度とする。 
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5-6-9 養生

１.一般事項

受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害

な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなければならない。 

２.湿潤状態の保持

受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は

十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の

環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリー

トの湿潤養生期間は、表５－４を標準とする。

なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表５－４に示されてい

ないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない。 
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5-7-3 加工

１.一般事項

受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。

２.鉄筋加工時の温度

受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する

時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確かめ

た上で施工方法を定め、施工しなければならない。なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保

管し、監督員または、検査員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

３.鉄筋の曲げ半径

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合

は、「 コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄

筋コンクリートの前提」（土木学会、平成30年３月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

４.曲げ戻しの禁止

受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。

５.かぶり

受注者は、設計図書に示されていない鋼材（組立用鉄筋や金網、配管など）を配置する場合は、

その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最

大寸法の４／３以上としなければならない。 

5-7-4 組立て

１.一般事項

受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、

その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。 

２.配筋・組立て

受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。

(1) 受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分

堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄

筋等を使用するものとする。

(2) 受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線、またはクリップ等で鉄筋が

移動しないように緊結し、使用した焼きなまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならない。

また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。

(3) 受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的

として、組立て鉄筋，段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを
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得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に

確認しなければならない。 

受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集

めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長

さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近

のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求

められる性能を満たしていることを確認しなければならない。 

４.継手構造の選定

受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、

直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督員

または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

５.継足し鉄筋の保護

受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等から

これを保護しなければならない。 
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受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定された鉄

筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわ

せて使用するものとする。ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により

切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、

油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 

５.圧接面のすきま

突合わせた圧接面は、なるべく平面とし周辺のすきまは２mm以下とする。

６.悪天候時の作業禁止

受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、

防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。 
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受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの

照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければな

らない。 

表５－５ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

5℃以上の温度制御養
生を行った後の次の
春までに想定される
凍結融解の頻度 

養生 

温度 

ｾﾒﾝﾄの種類

普通ポルトランド 
ｾﾒﾝﾄ

早強ポルトランド 
セメント

混合ｾﾒﾝﾄ 
Ｂ種 

(1)しばしば凍結融
解を受ける場合

５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

(2) まれに凍結融解
を受ける場合

５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

注：水ｾﾒﾝﾄ比が55%の場合の標準的な養生期間を示した。水ｾﾒﾝﾄ比がこれと異なる場合は適宜増減

する。 
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5-13-3 コンクリートの製造

１.一般事項

受注者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コンクリートの各材料を

正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。 

２.計量装置

計量装置は、第１編 5-5-4 材料の計量及び練混ぜの規定による。

３.材料の計量

（１）受注者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤

溶液は容積計量してもよいものとする。

（２）計量値の許容差は、１バッチ計量分に対し、「表５－６ 計量値の許容差（水中不分離性コ

ンクリート）」の値以下とするものとする。

表５－６ 計量値の許容差（水中不分離性コンクリート） 
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（１）受注者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置されていることを

確かめなければならない。 

（２）受注者は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用いて打ち込まなければ

ならない。 

（３）受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低下を生じさせない

ように行わなければならない。 

（４）受注者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断面寸法を持ち、ト

レミーの継手は水密なものを使用しなければならない。

（５）受注者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリートの打込みを連続

的に行わなければならない。 

（６）受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まなければならない。

やむを得ず、流水中や水中落下高さが 50cmを超える状態での打込みを行う場合には、所要の

品質を満足するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

（７）受注者は、水中流動距離を５ｍ以下としなければならない。 

（８）受注者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコンクリートの施工

や品質に悪影響を与えないことを確かめなければならない。 
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